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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パワー半導体素子及び当該パワー半導体素子上の金属電極（以下「素子電極」という。
）と当該素子電極と接続するための金属電極（以下「接続電極」という。）を有し、素子
電極と接続電極とを金属ワイヤによって双方ともウェッジ接続したパワー半導体装置にお
いて、
前記素子電極をＡｌ、Ｃｕ、ＮｉまたはＴｉ素子電極とし、
前記金属ワイヤは直径１５０μｍ超２ｍｍ以下のＡｇ又はＡｇ合金ワイヤであり、
前記Ａｌ、Ｃｕ、ＮｉまたはＴｉ素子電極は５０Å厚以上のＮｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ
、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ、Ｗ、Ａｌの金属（以下「被覆層金属」という。）のい
ずれか１種類の金属又は前記被覆層金属の２種類以上のみから構成される合金のみから構
成される層（以下「電極被覆層」という。）の１層以上を隣り合う前記Ａｌ、Ｃｕ、Ｎｉ
またはＴｉ素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるように有し、
　前記電極被覆層の最表層がＡｇ、ＡｕまたはＰｄであり、
　前記素子電極がＡｌ素子電極で、前記電極被覆層の最表層がＡｇの場合には、
最表層の電極被覆層より下層に前記被覆層金属からＡｇを除いた金属のいずれか１種類の
金属又は前記被覆層金属の２種類以上のみから構成される合金のみから構成される電極被
覆層の１層以上を隣り合う前記素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるように有す
ることを特徴とするパワー半導体装置。
【請求項２】
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　前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤの表面に３０Å厚以上のＰｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎｉ、
Ｓｎの１種以上又はこれらの合金若しくはこれら金属の酸化物又は窒化物を有するワイヤ
被覆層を有することを特徴とする請求項１に記載のパワー半導体装置。
【請求項３】
　前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極との間の接続が、超音波を利用し
て接続されており、接続時の電極又はワイヤのいずれかの温度が６０℃以上で接続されて
いることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載のパワー半導体装置。
【請求項４】
　前記ワイヤ表面のワイヤ被覆層が、ワイヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾式若
しくはナノ粒子金属の被着によるコーティングにより行われていることを特徴とする請求
項２に記載のパワー半導体装置。
【請求項５】
　前記パワー半導体素子がＳｉＣ半導体を用いた素子であることを特徴とする請求項１乃
至請求項４のいずれかに記載のパワー半導体装置。
【請求項６】
　前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極との間の接続を超音波を利用して
行い、接続時の電極又はワイヤのいずれかの温度を６０℃以上として接続することを特徴
とする請求項１又は請求項２に記載のパワー半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　ワイヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾式若しくはナノ粒子金属の被着によるコ
ーティングにより前記ワイヤ表面の被覆層を形成することを特徴とする請求項２に記載の
パワー半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　直径が１５０μｍ超２ｍｍ以下である半導体接続用のＡｇ又はＡｇ合金ボンディングワ
イヤであって、表面にＰｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｓｎの１種以上又はこれらの合金
若しくはこれら金属の酸化物又は窒化物を有するワイヤ被覆層を有し、前記ボンディング
ワイヤの残留抵抗比が５以上２０００以下であり、前記ボンディングワイヤ被覆層の厚み
がボンディングワイヤ直径の１／５以下でありかつ１０Å以上であり、前記ボンディング
ワイヤ被覆層とボンディングワイヤ母材との間にワイヤ被覆層が有する金属とＡｇの拡散
層を有し、該拡散層の厚みが５０Å以上１０μｍ以下であることを特徴とするボンディン
グワイヤ。
【請求項９】
　前記ボンディングワイヤの残留抵抗比が８０以上１０００以下であることを特徴とする
請求項８に記載のボンディングワイヤ。
【請求項１０】
　前記ボンディングワイヤの破断伸びが１５％以上であることを特徴とする請求項８また
は請求項９に記載のボンディングワイヤ。
【請求項１１】
　前記ボンディングワイヤの破断伸びが２５％以上であることを特徴とする請求項１０に
記載のボンディングワイヤ。
【請求項１２】
　ワイヤに被覆層を形成した後、２５０℃以上の温度で熱処理し、さらに、伸線したこと
を特徴とする請求項８ないし請求項１１のいずれか１項に記載のボンディングワイヤ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パワー半導体装置及びその製造方法並びにパワー半導体装置に用いるボンデ
ィングワイヤに関するものである。
　本願は、２０１２年２月２７日に、日本に出願された特願２０１２－０４０１１６号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
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【背景技術】
【０００２】
　パワー半導体とは、交流を直流に変換する、電圧を下げるなど、電気エネルギーの制御
や供給に用いられる半導体を意味する。ＬＳＩなどと比較し、半導体回路内に流れる電流
が大電流であることが特徴である。
【０００３】
　各種モーターの制御、動力変換器、及び無停電電源などに、パワー半導体装置が広範囲
に用いられている。ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）、ＧＴＯ、パワー
トランジスタなどのパワー半導体スイッチング素子が絶縁容器内にパッケージされたパワ
ー半導体装置（パワー半導体モジュール）が知られている。これらのパワー半導体装置は
、その耐圧や電流容量に応じて各種インバータ装置などに応用されている。パワー半導体
装置を大容量化するために、一つのパワー半導体装置内に複数のパワー半導体素子を並列
に配置することもある。ここで半導体素子とは、Ｓｉ結晶やＳｉＣ結晶であってその上に
半導体回路が形成された素子を意味する。また半導体装置は、半導体素子を組み込んでパ
ッケージ化した装置を意味する。
【０００４】
　図１にパワー半導体装置１の概略部分断面図を示す。パワー半導体素子２上には金属電
極が設けられ、この金属電極に金属ワイヤ５の一端を接続し、パワー半導体装置のリード
フレームや基板６上の電極や、複数搭載された別のパワー半導体素子上の金属電極に当該
金属ワイヤの他端を接続して回路を構成する。ここでは、対象とするパワー半導体素子２
上の金属電極を「素子電極３」と呼び、素子電極３と接続するための金属電極を「接続電
極４」と呼ぶこととする。
【０００５】
　パワー半導体装置においては、電極間を接続する上記金属ワイヤとして通常は数百μｍ
径の太径Ａｌワイヤを用いている（特許文献１）。金属ワイヤとしてＣｕワイヤがＬＳＩ
の一部で使用されているが、パワー半導体装置の太径ワイヤとしては用いられていない。
Ｃｕワイヤでは硬度並びに加工硬化指数が大きく、特に太線径での超音波による接続の際
に素子電極を損傷する確率が高いためである。金ワイヤは、ＬＳＩのボールボンディング
には多用されているが、パワー半導体装置で利用する太線径では材料費が特に高価格とな
るため、実用化はほとんどされていない。
【０００６】
　特許文献２には、Ａｇ又はＡｇ合金のみから構成される芯材をＡｕのみから構成される
外皮材で被覆したボンディングワイヤが開示されている。特許文献３には、Ａｇを有する
芯材にＰｄ、Ｐｔ、Ｎｉを有する被覆層を有するボンディングワイヤが開示されている。
しかしいずれも、線径が２５μｍあるいは４０μｍ以下の細径を対象としている。また、
特許文献２にも記載されているように、Ａｌ電極にＡｇワイヤをボンディングすると、Ａ
ｌ2Ａｇ金属間化合物の生成が顕著であり、この金属間化合物は非常に脆いものであるか
ら接合部の信頼性を得ることができないという問題があるため、特にパワー半導体装置に
Ａｇワイヤを用いることができなかった。特許文献４にはパワー半導体モジュールとして
、電極とパッドとを接合する導体にＡｇを用いる例が開示されているが、導体とパッド及
び電極とは半田によって接合されており、ボールボンディングやウェッジボンディングを
対象とするものではない。
【０００７】
　なお、特許文献５には、半導体集積回路装置の一部である半導体チップ上のアルミニウ
ム系または銅系のボンディング・パッド上に、バリア・メタル膜を介して、金系表面メタ
ル層を設け、外部との接続のための金系または銅系のボンディング・ワイヤ接合またはボ
ンディング・ボールを設けたものが開示されている。アルミニウムと金の相互作用による
カーケンダルボイド等の接続不良を防止するためである。あくまで金ワイヤ又は銅ワイヤ
を対象とするものであり、また太径のワイヤを用いるパワー半導体装置を対象とするもの
ではない。
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【０００８】
　パワー半導体装置を大容量化すると、内蔵するパワー半導体素子に大電流が流れること
になる。半導体素子に大電流が繰り返し通電されると、半導体素子の発熱が著しく、また
金属ワイヤ自身の通電加熱による発熱も無視できない。この発熱に伴い、半導体素子とそ
れに接続された金属ワイヤの温度が上昇と下降を繰り返すこととなる。そのため、各接合
部には部材間の熱膨張率の相違に基づいて熱応力が発生し、この熱応力により電極と金属
ワイヤの接合界面や界面付近でクラックを生じる可能性がある。
【０００９】
　また、近年注目されているＳｉＣ基板を有するパワー半導体素子を用いたパワー半導体
装置においては、ＳｉＣ結晶のバンドギャップがＳｉ結晶に比べてはるかに大きいために
２５０℃以上の高温での動作が可能とされており、高温での動作を前提としたパワー半導
体装置が検討されている。このように高温での動作が前提となるパワー半導体装置では、
装置の耐熱性がますます重要となっている。従来から用いられているＡｌワイヤは融点が
６６０℃近傍と比較的低温であるため、高温での使用では再結晶が生じ、ワイヤ内部や接
合部の界面でクラックやボイド欠陥を生じやすいという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００２－３１４０３８号公報
【特許文献２】特開平２－７９４３９号公報
【特許文献３】特開２００４－１４８８４号公報
【特許文献４】特開平９－３６１８６号公報
【特許文献５】特開２０１０－１５７６８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　パワー半導体装置内の接続に用いる金属ワイヤとして、従来から用いられているＡｌワ
イヤは、常温での硬度が低く素子側のＡｌ電極への接合も超音波振動により比較的容易に
接合できるという利点がある。一方、上述のようにパワー半導体装置の電流容量の大容量
化、高温環境での使用に際しては、Ａｌは融点が６６０℃近傍と低いので高温での耐熱性
が十分ではなく、またＡｌは比抵抗が２．７μΩ・ｃｍと良導体の中では最も高い部類に
入り、Ａｌワイヤに大電流を流したときのワイヤの発熱が無視できない。熱応力により、
Ａｌのストレスマイグレーションなどを生じ欠陥が発生する懸念がある。また抵抗は温度
上昇にともない、さらに大となるので、高温下での使用では特に、アルミニウムの粒成長
や再結晶時におこる欠陥が問題となるだけではなく、融点以上の温度となり、ワイヤの溶
断につながることも懸念される。
【００１２】
　本発明は、パワー半導体装置の電流容量の大容量化、高温環境での使用に際し、熱応力
が発生しても問題なく使用でき、ワイヤ自身の発熱を低減でき、例えば２００℃以上の高
温環境でも接合部の信頼性を確保することができるパワー半導体装置及びその製造方法並
びにパワー半導体装置に用いるボンディングワイヤを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　パワー半導体装置の接続に用いる金属ワイヤの材料としてＡｇを用いることができれば
、Ａｇの比抵抗は１．６μΩ・ｃｍであってＡｌの２．７μΩ・ｃｍよりも低く、大電流
での使用時に金属ワイヤ自身の発熱を低減することができる。またＡｇは融点が９６２℃
であってＡｌの融点６６０℃よりも遙かに高く、高温での耐熱性を改善することができる
。ＡｇはＡｌと比較して融点が高いためにストレスマイグレーションなどによる欠陥が生
じにくい。またＣｕと比較して、変形能が高く応力を吸収できるため、熱応力によるクラ
ックなど破壊に対する耐性も優れている。また、Ｃｕワイヤと対比し、Ａｇワイヤであれ
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ば常温での硬度が低く加工硬化も少ないのでワイヤボンディングの超音波印加による接合
時における素子電極損傷の可能性が低い。
【００１４】
　一方、素子電極としてＡｌ電極を用いた場合、ＡｇワイヤをＡｌ電極と接合する際、Ａ
ｇ2Ａｌなどの金属間化合物が界面に生成され、当該金属間化合物は非常に脆くかつ金属
間化合物生成箇所にボイドが生じるため、信頼性の良好な接合が困難であった。そのため
、特にパワー半導体装置に用いる直径５０μｍ以上の太径の金属ワイヤにおいては、Ａｇ
ワイヤを使用することができなかった。また、太径のＡｇワイヤをボールボンディングに
よって電極に接合しようとすると、大気中では良好な球状のボールが形成できないという
問題があった。
【００１５】
　それに対し、発明者らは、素子電極に５０Å厚以上のＮｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ、Ｔ
ｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ、Ｗ、Ａｌの金属のいずれか１種類の金属またはこれらを２
種以上のみから構成される合金のみから構成される層を１層以上、隣り合う前記素子電極
および前記層の金属成分が異なるように有する電極を用い、かつワイヤボンディングにボ
ールボンディングではなくウェッジボンディング（ウェッジ接合）を用いることにより、
金属ワイヤとしてＡｇ又はＡｇ合金ワイヤを用いた場合でも電極とワイヤ接合部の信頼性
が確保できることを見出した。
【００１６】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、その要旨とするところは以下のと
おりである。
（１）パワー半導体素子及び当該パワー半導体素子上の金属電極（以下「素子電極」とい
う。）と当該素子電極と接続するための金属電極（以下「接続電極」という。）を有し、
素子電極と接続電極とを金属ワイヤによって双方ともウェッジ接続したパワー半導体装置
において、
前記素子電極をＡｌ、Ｃｕ、ＮｉまたはＴｉ素子電極とし、
前記金属ワイヤは直径１５０μｍ超２ｍｍ以下のＡｇ又はＡｇ合金ワイヤであり、
前記Ａｌ、Ｃｕ、ＮｉまたはＴｉ素子電極は５０Å厚以上のＮｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ
、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ、Ｗ、Ａｌの金属（以下「被覆層金属」という。）のい
ずれか１種類の金属又は前記被覆層金属の２種類以上のみから構成される合金のみから構
成される層（以下「電極被覆層」という。）の１層以上を隣り合う前記Ａｌ、Ｃｕ、Ｎｉ
またはＴｉ素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるように有し、
　前記電極被覆層の最表層がＡｇ、ＡｕまたはＰｄであり、
　前記素子電極がＡｌ素子電極で、前記電極被覆層の最表層がＡｇの場合には、
最表層の電極被覆層より下層に前記被覆層金属からＡｇを除いた金属のいずれか１種類の
金属又は前記被覆層金属の２種類以上のみから構成される合金のみから構成される電極被
覆層の１層以上を隣り合う前記素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるように有す
ることを特徴とするパワー半導体装置。
（２）前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤの表面に３０Å厚以上のＰｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎ
ｉ、Ｓｎの１種以上又はこれらの合金若しくはこれら金属の酸化物又は窒化物を有するワ
イヤ被覆層を有することを特徴とする（１）に記載のパワー半導体装置。
（３）前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極との間の接続が、超音波を利
用して接続されており、接続時の電極又はワイヤのいずれかの温度が６０℃以上で接続さ
れていることを特徴とする（１）又は（２）に記載のパワー半導体装置。
（４）前記ワイヤ表面のワイヤ被覆層が、ワイヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾
式若しくはナノ粒子金属の被着によるコーティングにより行われていることを特徴とする
（２）に記載のパワー半導体装置。
（５）前記パワー半導体素子がＳｉＣ半導体を用いた素子であることを特徴とする（１）
乃至（４）のいずれかに記載のパワー半導体装置。
（６）前記Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極との間の接続を超音波を利用
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して行い、接続時の電極又はワイヤのいずれかの温度を６０℃以上として接続することを
特徴とする（１）又は（２）に記載のパワー半導体装置の製造方法。
（７）ワイヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾式若しくはナノ粒子金属の被着によ
るコーティングにより前記ワイヤ表面の被覆層を形成することを特徴とする（２）に記載
のパワー半導体装置の製造方法。
（８）直径が１５０μｍ超２ｍｍ以下である半導体接続用のＡｇ又はＡｇ合金ボンディン
グワイヤであって、表面にＰｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｓｎの１種以上又はこれらの
合金若しくはこれら金属の酸化物又は窒化物を有するワイヤ被覆層を有し、前記ボンディ
ングワイヤの残留抵抗比が５以上２０００以下であり、前記ボンディングワイヤ被覆層の
厚みがボンディングワイヤ直径の１／５以下でありかつ１０Å以上であり、前記ボンディ
ングワイヤ被覆層とボンディングワイヤ母材との間にワイヤ被覆層が有する金属とＡｇの
拡散層を有し、該拡散層の厚みが５０Å以上１０μｍ以下であることを特徴とするボンデ
ィングワイヤ。
（９）前記ボンディングワイヤの残留抵抗比が８０以上１０００以下であることを特徴と
する（８）に記載のボンディングワイヤ。
（１０）前記ボンディングワイヤの破断伸びが１５％以上であることを特徴とする（８）
または（９）に記載のボンディングワイヤ。
（１１）前記ボンディングワイヤの破断伸びが２５％以上であることを特徴とする（１０
）に記載のボンディングワイヤ。
（１２）ワイヤに被覆層を形成した後、２５０℃以上の温度で熱処理し、さらに、伸線し
たことを特徴とする（８）ないし（１１）のいずれか１つに記載のボンディングワイヤ。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、パワー半導体素子及び当該パワー半導体素子上の金属電極（素子電極）と当
該素子電極と接続するための金属電極（接続電極）を有し、素子電極と接続電極とを金属
ワイヤによって双方ともウェッジ接続したパワー半導体装置において、金属ワイヤが直径
５０μｍ超２ｍｍ以下のＡｇ又はＡｇ合金ワイヤであり、素子電極は表面に５０Å厚以上
の被覆層金属（Ｎｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ、Ｗ、Ａｌ
）のいずれか１種類の金属又は前記被覆層金属の２種以上のみから構成される合金のみか
ら構成される層である電極被覆層の１層以上を隣り合う前記素子電極および電極被覆層の
金属成分が異なるように有することにより、Ａｇワイヤを用いるにもかかわらず電極との
接合部信頼性を確保でき、大電流での使用時に金属ワイヤ自身の発熱を低減でき、高温で
の耐熱性を改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】パワー半導体装置の構造を示す概略断面図である。
【図２】金のビッカース硬度の温度変化を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　パワー半導体素子上の金属電極（素子電極）として、Ａｌ電極、Ｃｕ電極、Ｎｉ電極、
Ｔｉ電極を用いることができ、好ましくはＡｌ電極が用いられる。以下、まずは素子電極
としてＡｌ電極を用いる場合について説明する。
【００２０】
　前述のとおり、素子電極としてＡｌ電極を用いた場合、直径５０μｍ超の太径のＡｇ又
はＡｇ合金ワイヤをＡｌ電極と接合する際、Ａｇ2Ａｌなどの金属間化合物が界面に生成
され、当該金属間化合物は非常に脆くかつ金属間化合物生成箇所にボイドが生じるため、
信頼性の良好な接合が困難であった。それに対し本発明においては、素子電極の表面に５
０Å厚以上の被覆層金属（Ｎｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｇ、Ａｕ
、Ｗ、Ａｌ）のいずれか１種類の金属又は前記被覆層金属を２種類以上のみから構成され
る合金のみから構成される電極被覆層の１層以上を隣り合う前記素子電極および電極被覆
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層の金属成分が異なるように有する電極を用い、かつワイヤボンディングにウェッジ接合
を用いることにより、金属ワイヤとして直径５０μｍ超の太径のＡｇ又はＡｇ合金ワイヤ
を用いた場合でも電極とワイヤ接合部の信頼性が確保できることを見出した。
【００２１】
　なお１層以上の電極被覆層を隣り合う素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるよ
うに有するとあることから、電極被覆層を素子電極の表面に１層以上形成するにあたり、
隣り合う素子電極ないし電極被覆層を構成する金属あるいは合金の金属成分は相違するも
のであり、Ａｌ電極、Ｃｕ電極、Ｎｉ電極、Ｔｉ電極の上に、それぞれ、Ａｌ、Ｃｕ、Ｎ
ｉ、Ｔｉの電極被覆層を構成したりすることや、同種の被覆層金属あるいはその合金のみ
から構成される電極被覆層を重ねて構成することは除かれる。
【００２２】
　Ａｌ電極表面に被覆層金属または被覆層金属の合金のみから構成される電極被覆層を形
成することにより、Ａｇワイヤをウェッジ接合した際、これらの金属はＡｌ電極とは異な
り、ＡｌとＡｇの接合部に形成されるボイドなどの欠陥の多い金属間化合物の形成を抑制
することができる。またこれらの金属とＡｇとは超音波接合により、比較的良好な接合部
に拡散層を形成することができる。これらの金属の表面が酸化により接合性が阻害される
場合には、酸化防止のために表面をＰｄ，Ａｕ、Ａｇなどの貴金属などで被覆しておくこ
とも効果的である。特にＶ，Ｔｉ，Ｃｒ，ＮｉはＡｌ電極との密着性に効果があり、さら
にＡｇとＡｌとの拡散のバリアとしても有効に機能する。またＣｕ，Ｐｄ，Ｐｔ，Ｚｎは
Ａｇとの初期接合性を改善するのに好適である。それらの金属を複数層重ねることも、初
期接合性と長期の接合信頼性を確保するために有効である。
【００２３】
　また、電極被覆層の厚さが５０Å以上であれば、上記効果を発揮することができる。５
０Å未満では、電極被覆層に欠陥が生じやすいからである。したがって、複数の電極被覆
層を積層する場合、それぞれの電極被覆層厚さを５０Å以上とする。電極被覆層の厚さが
１００Å以上であればより好ましい。２００Å以上であればさらに好ましい。
【００２４】
　電極被覆層の厚さの上限は5μｍとすると好ましい。５μｍ超では、コスト高になる上
、接合条件により、接合部の電気抵抗値にばらつきを与える要因となるからである。
【００２５】
　Ａｌ電極に最表層の電極被覆層を構成する被覆層金属としてＡｇあるいはＡｕのみから
構成される電極被覆層を用いる場合には、Ａｌ電極に直接ＡｇあるいはＡｕのみから構成
される電極被覆層を設けるのではなく、Ａｌ電極とＡｇあるいはＡｕのみから構成される
電極被覆層の間に中間層として、被覆層金属からＡｇ除いたＮｉ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐｄ、Ｖ
、Ｔｉ、Ｐｔ、Ｚｎ、Ａｕ、Ｗ、Ａｌのいづれか１種類の金属又は被覆層金属の２種類以
上の金属のみから構成される合金のみから構成される電極被覆層の１層以上を隣り合う前
記素子電極および電極被覆層の金属成分が異なるように有することとすると好ましい。
【００２６】
　これら中間層に用いる金属は密着性と拡散バリア性を有するため、昇温時の反応によっ
て生成する化合物が起因となって形成されるボイドの問題を回避することが可能になる。
例えば、Ａｌ電極の上にＣｒ被覆層、Ｎｉ被覆層、最表面にＡｇ被覆層をこの順序で形成
する場合（「Ａｌ／Ｃｒ／Ｎｉ／Ａｇ」と表示する。）を例にとると、Ｃｒ被覆層はＡｌ
電極表面との密着性を向上する効果を有し、Ｎｉ被覆層は拡散を防止してＡｌとＡｇの化
合物形成を阻止する作用を有し、最表面のＡｇ被覆層はＮｉ被覆層の表面酸化を防止する
機能を有している。同様に、Ａｌ／Ｔｉ／Ｐｄ／Ａｇ、Ａｌ／Ｎｉ／Ａｇ、Ａｌ／ＴｉＷ
／Ａｇ、Ａｌ／ＮｉＶ／Ａｇ、Ａｌ／ＮｉＶ／Ｃｕ／Ａｇ、Ａｌ／Ｎｉ／Ｃｕ／Ａｇ、Ａ
ｌ／Ｃｒ／Ｎｉ／Ｃｕ／Ａｇ、Ａｌ／Ｚｎ／Ｐｄ／Ｎｉ／Ａｇなど密着性と拡散バリア性
を有する金属の組み合わせが好適である。これらの中間層に用いられる膜の構造は、最表
面層がＡｇである場合に限らず、Ａｌ電極と最表面金属との中間の層として用いられるこ
とにより、Ａｇワイヤとの接合の信頼性を高めるために有効である。
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【００２７】
　また、電極被覆層の最表層にＡｇ、Ａｕ、Ｐｄを用いることにより、その下の中間層の
金属の酸化を防止できるという効果を有する。また、最表層がＡｇであっても、その下の
中間層に被覆層金属からＡｇを除いた金属又は被覆層金属２種類以上の金属のみから構成
される合金のみから構成される電極被覆層を有することにより、Ａｇ層とＡｌ電極による
金属間化合物形成を防止することができる。電極がＡｌ電極以外の金属電極の場合には、
電極被覆層をＡｇ単独層としても良い。
【００２８】
　半導体素子のワイヤ接合用電極にＣｕ電極を用いることは従来検討されてこなかったが
、ウエッジ用ワイヤにＡｇを主成分とするワイヤを用いることを目的として、半導体素子
の電極にＣｕを用いることは好適である。Ａｇワイヤは、Ｃｕワイヤに比較すると格段に
接合時のチップ損傷を軽減できるが、従来のＡｌワイヤに比較すると硬度は高い。したが
って、Ａｇワイヤの接合部に硬度の低い従来のＡｌ電極に代えてＣｕ電極を採用すること
で、チップ損傷の確率を低減する効果が発現する。特に電極被覆層を３μｍ以上の膜厚と
することで、さらにその効果を高めることができる。またＡｇワイヤと接合された場合に
は、ＣｕとＡｇの相互拡散層が０．１μｍ以上形成されていることが好適である。
【００２９】
　素子電極としてＣｕ電極を用いた場合、電極被覆層として、酸化防止の目的でＡｕ、Ｐ
ｄ、Ｎｉの金属層又はこれらの合金層を１層以上有することとすると、接合性向上のため
に有効であり、望ましい。
【００３０】
　素子電極として、電極表面の下層に、表面の電極材料とは異なる金属が配置されていて
も良い。例えばＡｌ電極において、電極表面にＡｌ層を有し、下層にＡｌとは異なる金属
、例えばＣｕを有する層が形成されていても良い。半導体素子の内部配線に用いられる金
属がＣｕである場合、素子電極がＡｌ電極であれば、電極表面にＡｌ層を有し、下層に半
導体素子の内部配線と同じＣｕの層を形成することとなる。Ｃｕ電極において、電極表面
にＣｕ層を有し、下層に半導体素子の内部配線と同じＡｌ層を形成しても良い。
【００３１】
　本発明においてＡｇワイヤとは、Ａｇ含有量が９９質量％以上のＡｇを用いたワイヤを
いう。また、Ａｇ合金ワイヤとは、Ａｇ含有量が５０質量％以上のＡｇ合金を用いたワイ
ヤをいう。特にＡｕやＰｄまたはその両方を加えたＡｇ合金が特に有効である。Ａｇは硫
化しやすいという問題があり、これを抑制するためＡｕとの合金が有効である。また前述
の通りＡｇはＡｌとの接合によってＡｇ2Ａｌのような金属間化合物を生成するという問
題があるが、この抑制にはＡｇとＰｄとの合金が有効である。Ａｕは１質量％以上１０質
量％以下が望ましく、Ｐｄは０．１質量％以上５質量％以下が望ましい。
【００３２】
　本発明が対象とするＡｇ又はＡｇ合金ワイヤは直径が５０μｍ超２ｍｍ以下のものを対
象とする。ワイヤ直径５０μｍ超において、本発明の効果が特に顕著に発揮されるからで
ある。ワイヤ直径１５０μｍ以上であるとより好ましい。ワイヤ直径２００μｍ以上であ
るとさらに好ましい。ただし、ワイヤ直径が２ｍｍを超えると、接合時に必要な変形を得
るための超音波出力が過大となり、チップへのダメージが懸念されるので、ワイヤ直径上
限を２ｍｍとした。
【００３３】
　本発明において、素子電極と接続電極（以下、２つをあわせて「電極」という。）を金
属ワイヤによって双方ともウェッジ接続する。ワイヤボンディングにボールボンディング
ではなくウェッジボンディング（ウェッジ接合）を用いることによりはじめて、金属ワイ
ヤとしてＡｇ又はＡｇ合金ワイヤを用いた場合でも電極とワイヤ接合部の信頼性が確保で
きる。Ａｇワイヤにボールを形成する場合、Ａｇワイヤの溶融、凝固時に酸化物が形成さ
れ、電極がＡｌ以外の場合であっても、溶融、凝固時に形成される酸化物は特に接合部の
信頼性を阻害する要因となる。またワイヤに大容量の電流を流すには太線径のものを使用
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するが、ボールを安定的に形成するには、１００μｍ以上では困難である。細径のものを
多数本接合することは、設計上不利となる上、上記理由により、信頼性を確保することも
問題となる。
【００３４】
　電極表面の電極被覆層は、上記のように素子電極表面に形成することで有利な効果を奏
するとともに、パワー半導体装置のリードフレーム上の電極や、複数搭載された別のパワ
ー半導体素子上の金属電極など、当該素子電極と接続するための接続電極の表面に形成す
ることによっても同様の効果を奏することができる。
【００３５】
　本発明のパワー半導体装置において、Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤの表面に３０Å厚以上の
Ｐｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｓｎの１種以上又はこれらの合金若しくはこれら金属の
酸化物又は窒化物を少なくとも有するワイヤ被覆層を有すると好ましい。このようなワイ
ヤ被覆層を有することにより、樹脂封止されたあとのワイヤの硫化や腐食などの反応なら
びに、Ａｇイオンとして溶出するマイグレーションを防止するとともに、ガス分子などの
拡散を防止する上で効果がある。このような効果を奏するためには、ワイヤ被覆層の厚さ
を５０Å以上とすると好ましい。また、ワイヤを半導体装置に接続する前段階においても
、ワイヤ表面に上記被覆層を有していると、接合前のＡｇワイヤの表面酸化防止に有効で
ある。この目的のためには、ワイヤ被覆層の厚さを５０Å以上１０μｍ以下とすると好ま
しい。５０Å以上で表面酸化防止効果を発揮し、１０μｍ以下とすることでワイヤ接続時
の接続部の電気抵抗の安定性を確保することができる。
【００３６】
　本発明のパワー半導体装置において、Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極
との間の接続が、超音波を利用して接続されており、接続時の電極又はワイヤのいずれか
の温度が６０℃以上で接続されていると好ましい。詳細については後述する本発明の製造
方法において説明する。
【００３７】
　本発明のパワー半導体装置においてワイヤ表面にワイヤ被覆層を形成する場合、接続前
の段階で被覆層を形成しても良く、あるいは接続前には被覆層を形成せず、接続後に被覆
層を形成しても良く、さらには接続前にワイヤ表面に薄い被覆層を形成し、接続後に追加
でワイヤ表面に被覆を行うこととしても良い。接続後にワイヤ表面に被覆を行う場合、ワ
イヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾式若しくはナノ粒子金属の被着によるコーテ
ィングにより行うことができる。
【００３８】
　本発明のパワー半導体装置において、パワー半導体素子がＳｉＣ半導体を用いた素子で
あると好ましい。ＳｉＣ半導体を用いた素子は２５０℃以上の高温でも作動可能であるた
め、高温での使用を前提としたパワー半導体装置とすることができ、本発明の特徴が特に
顕著に実現するからである。
【００３９】
　次に、本発明のパワー半導体装置の製造方法について説明する。
【００４０】
　素子電極表面に形成する電極被覆層については、めっき法、蒸着法、スパッタリング法
のいずれかにより被着することができる。
【００４１】
　Ａｇ又はＡｇ合金ワイヤと素子電極及び接続電極との間の接続を超音波を利用して行い
、接続時の電極又はワイヤのいずれかの温度を６０℃以上として接続すると好ましい。超
音波を利用することにより、ワイヤの表面を塑性変形して、新生面を露出させ、より均一
な金属接合をおこなうことができる。接合時の温度を６０℃以上に上昇させておくことで
、超音波接合時の金属の拡散をより促進し、接合部の安定性を確保できる。１２０℃以上
での接合はより好ましい。しかし、２００℃以上では、被接合体や接合ツールなどの酸化
や熱膨張差などにより、安定した接合が困難となる。
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【００４２】
　ワイヤと電極の接続を行った後に、湿式又は乾式若しくはナノ粒子金属の被着によるコ
ーティングによりワイヤ表面のワイヤ被覆層を形成すると好ましい。ワイヤ接合後の被覆
は、湿式法では、電気メッキによるもの、無電解メッキによるもの、メッキ前駆体溶液を
静電塗装などによりワイヤ表面に塗布後加熱するものなどが採用できる。電気メッキある
いは無電解メッキでは、メッキ溶液中への浸漬によるものの他、電気メッキでは、電圧を
印加できる筆の先端にメッキ液を供給し、ワイヤのみにメッキ液を塗布する工程により、
選択的にメッキする方法も採用できる。乾式の被覆では、蒸発やスパッタなどのドライコ
ーティングをおこなうことができる。湿式あるいは乾式のいずれにおいても、選択的な被
覆方法としては、被覆不要な部分をレジストコーティングするか、あるいは全体をレジス
トコーティングしたのち、金属被覆が必要な部分のみレジストを選択的に剥離して被覆を
おこなうことも有効である。ナノ粒子金属の被着によるコーティングについては、静電塗
装の原理を応用した選択的なコーティングも可能である。
【００４３】
　接続前のワイヤ段階でワイヤ表面に被覆層を有し、ワイヤと電極の接続を行った後にさ
らに上記方法でワイヤ表面に被覆を行うとより好ましい。接続前のワイヤ被覆層の厚さを
５０Å以上１００Å以下とすることにより、接続前の表面酸化防止効果を発揮すると同時
にワイヤ接続時の接続性を確保することができる。そしてワイヤ接続後の追加被覆によっ
てワイヤ被覆層の厚さを５００Å以上とすることにより、樹脂封止されたあとのワイヤ腐
食などの反応を防止するとともに、ガス分子などの拡散を防止する上で効果がある。
【００４４】
　次に、本発明のパワー半導体装置に用いることのできるボンディングワイヤについて説
明する。
【００４５】
　本発明のボンディングワイヤは、直径が５０μｍ超２ｍｍ以下である半導体接続用のＡ
ｇ又はＡｇ合金ボンディングワイヤであって、表面にＰｄ、Ａｕ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｓ
ｎの１種以上又はこれらの合金若しくはこれら金属の酸化物又は窒化物を有するワイヤ被
覆層を有すると好ましい。直径を上記範囲とする理由、Ａｇ又はＡｇ合金ボンディングワ
イヤとする理由、表面被覆層を規定する理由は、いずれも前述のとおりである。
【００４６】
　本発明のボンディングワイヤはさらに、ワイヤ被覆層の厚みがワイヤ直径の１／５以下
でありかつ１０Å以上とすると好ましく、ワイヤ直径の１／１０以下でありかつ５０Å以
上とするとより好ましく、更に好ましくはワイヤ直径の１／２０以下でありかつ１００Å
以上である。ワイヤ被覆層の厚みが厚くなると電気抵抗率の上昇に加え、接合時のチップ
への損傷、接合性の低下が問題となる可能性が高まり、一方、被覆層の厚みが薄くなると
、被覆層に欠陥を生じる場合が多くなり十分な効果を発揮できない。チップ損傷に対して
は、ＳｉＣ半導体では、結晶の強度が高く損傷の可能性は低くなる。またＳｉの場合にお
いては、電極表面にたとえば、Ｎｉ無電解メッキ層を３μｍ以上積層することにより、損
傷の可能性を低減することができる。
【００４７】
　本発明のボンディングワイヤは、ワイヤ被覆層とワイヤ母材との間にワイヤ被覆層が有
する金属とＡｇの拡散層を有し、該拡散層の厚みが５０Å以上１０μｍ以下であると好ま
しい。ワイヤ被覆層とワイヤ母材Ａｇとの合金が行われることにより、密着性が優れ接合
時に剥離が生じにくい。拡散層厚みが５０Å未満ではその効果は十分ではなく、１０μｍ
超では電気抵抗の上昇への寄与が大きくなり好ましくない。該拡散層の厚みは、より好ま
しくは１００Å以上５μm以下であり、さらに好ましくは１００Å以上２μm以下である。
【００４８】
　ワイヤの残留抵抗比（ＲＲＲ）とは温度２９３Ｋにおける比抵抗を４．２Ｋにおける比
抵抗で除した値である。極低温では、熱振動による抵抗が限りなく小さくなるために、格
子欠陥や不純物による抵抗が抵抗値として寄与することになるため、常温と極低温での比
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を求めることで、欠陥（格子欠陥や不純物）の量に依存した値が求められることになる。
【００４９】
　例えば、ワイヤの残留抵抗比（ＲＲＲ）は、常温（２０℃）におけるワイヤの比抵抗を
液体ヘリウム温度（４．２Ｋ）におけるワイヤの比抵抗で除することで求められる。
【００５０】
　本発明のボンディングワイヤは、ワイヤの残留抵抗比（ＲＲＲ）が５以上２０００以下
であると好ましい。Ａｇワイヤへの合金化により、抵抗値があがることになるが、残留抵
抗比が高いほど高純度であることに対応する。特に高電流に対応する太い線径のボンディ
ングワイヤの純度の規定は、残留抵抗比で規定することが好ましく、残留抵抗比５未満の
ものでは、抵抗による発熱が大となる。ワイヤの残留抵抗比（ＲＲＲ）は、好ましくは８
０以上１０００以下であり、さらに好ましくは、８００以上１０００以下である。
【００５１】
　ワイヤの破断伸びとはワイヤを破断点まで伸ばした場合のワイヤの伸びΔＬと伸ばす前
のワイヤ長さＬとから、△Ｌ／Ｌ×１００（％）として得られる値であり、ワイヤの伸び
△Ｌは引張試験機により計測することができる。
【００５２】
　本発明のボンディングワイヤは、ワイヤの破断伸びが１５％以上であると好ましい。破
断伸びが大きいことは、ワイヤの変形能と関連しており、１５％未満になると、超音波接
合したときのチップへのダメージの可能性が大となる。ワイヤの破断伸びは、より好まし
くは、２０％以上、さらに好ましくは２５％以上である。
 本発明のボンディングワイヤの製造方法について説明する。
【００５３】
　ワイヤへの被覆方法としては、メッキ法あるいは蒸着法、スパッタリング法により被着
することができる。ワイヤの製造方法は、最終線径の２倍から１００倍の径で表面に金属
被覆をおこなってから伸線してもよいが、最終線径で被覆をおこなってもよい。被覆の後
に、加熱により拡散処理をおこなうことが好ましい。
【００５４】
　電極表面の電極被覆層、ワイヤ表面のワイヤ被覆層について、厚み測定方法を説明する
。被覆層の実質的な厚みとは、最表面の被覆成分濃度が内部方向に減少し、濃度が半減し
たところまでの厚みを被覆層の実質的な厚みとする。ワイヤ表面のワイヤ被覆層の厚みは
、ＡＥＳ（Auger Electron Spectroscope）等によって計測することができる。表面被覆
層の濃度測定は、表面からオージェ電子分光装置内で成分分析を行い、深さ方向の成分分
析から決定することができる。あるいは、被覆層が比較的厚い場合には、断面研磨したの
ちに、表面から内部方向への分析をオージェ分光分析あるいは、ＥＤＸ、ＥＰＭＡなどの
ライン分析を行うことで、濃度測定が可能である。
【実施例１】
【００５５】
　図１に示すようなパワー半導体装置を製造した。１０ｍｍ角半導体素子２上に素子電極
３として２μｍ厚の金属電極を形成し、チップサンプルを作成する。基板６は５０ｍｍ角
のＣｕ基板に４μｍのＡｇメッキを行う。半導体素子２としてＳｉ、ＳｉＣ素子を用い、
金属電極としてＡｌ電極、Ｃｕ電極、Ｎｉ電極、Ｔｉ電極を用いる。半導体素子２をこの
基板６にダイボンディングを行う。表１に製造条件を示す。本発明例については、素子電
極３の表面に表１に示す電極被覆層を１～４層にわたって形成する。第１層が電極側の最
下層であり、その上に表１に示すように第２～第４層を形成する。被覆層の金属種類と厚
さを表１に示す。
【００５６】
　金属ワイヤ５として２００μｍ径のＡｇワイヤを用い、ワイヤの種類とＲＲＲ（ワイヤ
の残留抵抗比）については表１に示すとおりである。２ｍｍφのワイヤ素材に２～１０μ
ｍの金属をメッキしてワイヤ被覆層を形成する。ワイヤ被覆層がＡｕの場合、メッキシア
ン化金メッキ浴中にワイヤを連続的に繰り出し巻き取りながらメッキを行う。メッキ後２
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５０℃で熱処理の後に伸線を行う。熱処理によりワイヤ被覆層のＡｕの硬度は図２に示す
ように減少する。さらに２００μｍφに伸線後、再度２００℃での熱処理を行い、接合実
験に供する。
【００５７】
　接合には市販ウエッジワイヤボンディング装置を利用し、ウェッジ接合部７を形成する
。ステージ温度は１００℃～１５０℃に調整する。いずれもワイヤ接合部の初期シェア破
断強度が、２００ｇｆ以上得られるように、接合条件を設定する。また長期の信頼性を調
査する目的で、窒素雰囲気中で、２００℃、１００時間の加熱試験を行う。
【００５８】
　品質評価について説明する。初期シェア強度が２００ｇｆ以上得られたものは初期シェ
ア強度の評価を○（良）とし、それ以外のものは初期シェア強度の評価を×（不良）とす
る。加熱試験後に強度が初期強度の１／２以下となるものは加熱後強度変化の評価を×（
不良）とし、それ以外のものは加熱後強度変化の評価を○（良）とする。また接合後にク
レータリングなどチップ損傷が見られる場合あるいはシェアテストした後の剥離箇所がチ
ップにクレータリングが起こるときは、チップ損傷の評価を×（不良）とし、それ以外の
ものはチップ損傷の評価を○（良）とする。

【００５９】
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【表１】

【００６０】
　本発明例については、接合時のチップダメージも見られず、加熱試験後のシェア強度の
低下も見られない。いずれも評価は１０測定の平均値とする。
【００６１】
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　一方、比較例については、金属電極の上に電極被覆層を形成していないので、いずれか
の品質が不良である。本発明例の上記接合サンプルを常温で、３０日保管してから、Ａｇ
ワイヤ部分の変色を観察すると、コーティングをおこなうものにおいては、透明であるＺ
ｎＯ膜を含め、変色は認められない。コーティングのない高純度のＡｇワイヤについては
、わずかな黒色化がみられる。Ａｕ合金化したものについては変色はほとんど確認されな
い。
【００６２】
　なおワイヤの被覆は伸線前の太線径で、メッキまたは蒸着により、コーティングの後、
最終線径に伸線する。酸化物については、最終線径で、湿式法によりコーティングをおこ
なう。接合試験に使用しないが、最終線径で、平均２０ÅのＡｕコーティングが施される
ワイヤは、３０日の保管後、変色が確認される。表面分析の結果から、表面黒色化は最表
面にＡｇの硫化物あるいは酸化物が存在することが確認される。
【実施例２】
【００６３】
　ワイヤ径を２００μｍφから５００μｍφのものに変更し、それ以外の点については上
記実施例１と同様の条件として試験を行う。製造条件及び結果を表２に示す。実施例２つ
いても、実施例１と同様に評価をおこなうが、初期シェア強度の評価については、５００
ｇｆ以上を以上得られたものは初期シェア強度の評価を○（良）とし、それ以外のものは
初期シェア強度の評価を×（不良）とする。実施例１と同様、本発明例はいずれも良好な
結果を得ることができる。

【００６４】
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【表２】

【００６５】
　本発明は、パワー半導体装置およびその製造方法等に利用可能である。
【符号の説明】
【００６６】
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　１　パワー半導体装置
　２　パワー半導体素子
　３　素子電極
　４　接続電極
　５　金属ワイヤ
　６　基板
　７　ウェッジ接合部

【図１】

【図２】
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